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北九州市告示第２５号 

介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第７７条第１ 

項及び第１１５条の９第１項の規定に基づき、指定居宅サービス事業者及び指

定介護予防サービス事業者に係る指定を取り消したので、法第７８条第３号及

び第１１５条の１０第３号の規定に基づき、次のとおり告示する。 

  平成３０年２月２日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 訪問介護及び介護予防訪問介護 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名

称 

指定取消

年月日 

４０７０

７０６８

０１ 

ヘルパーステー

ション若生会 

北九州市八幡西

区三ケ森一丁目

４番２０号 

株式会社若

生会 

平成３０

年１月２

６日 

２ 訪問看護及び介護予防訪問看護 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名

称 

指定取消

年月日 

４０６６

６９０４

８０ 

訪問看護ステー

ション若生会 

北九州市八幡西

区三ケ森一丁目

４番２０号 

株式会社若

生会 

平成３０

年１月２

６日 
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北九州市公告第６０号 

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号。以下「政令」という。）第１１条に規定する特定調達契約

を締結したので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則

（平成７年北九州市規則第７８号）第１２条第１項の規定により次のとおり公

告する。 

平成３０年２月２日 

                北九州市長 北 橋 健 治 

１ 特定役務の名称及び数量 

税務システム改修業務 一式 

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

北九州市財政局税務部税制課 

北九州市小倉北区城内１番１号 

３ 契約の相手方を決定した日 

平成３０年１月１０日 

４ 契約の相手方の名称及び住所 

株式会社アール・ケー・ケー・コンピューター・サービス 

熊本市中央区九品寺一丁目５番１１号 

５ 契約金額 

４，０４９万８，６５０円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

随意契約 

７ 随意契約の理由 

政令第１１条第１項第２号に該当するため 
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北九州市公告第６３号 

 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定によ

る大規模小売店舗の変更事項の届出があったので、同条第３項において準用す

る同法第５条第３項の規定により、次のとおり公告し、当該届出及び添付書類

を縦覧に供する。 

 なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は、意見書を北九州市長に提出す

ることができる。 

  平成３０年２月２日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

ＤＩＹホームセンターハンズマン小倉南店 

  北九州市小倉南区大字朽網３９１４番地２１ほか 

２ 大規模小売店舗を設置する者 

  株式会社ハンズマン 

  宮崎県都城市吉尾町２０８０番地 

  代表取締役 大園誠司 

３ 変更した事項 

  大規模小売店舗の名称及び所在地 

 （１） 変更前 

   ＤＩＹホームセンターハンズマン小倉南店 

 （２） 変更後 

   ＤＩＹホームセンターハンズマンくさみ店 

４ 変更の年月日 

 平成３０年１月４日 

５ 変更する理由 

  店舗運営上の判断による 

６ 届出年月日 

平成３０年１月２９日 

７ 縦覧場所 

 （１） 北九州市小倉北区城内１番１号 

   北九州市産業経済局新成長戦略推進部商業・サービス産業政策課  

 （２） 北九州市小倉南区若園五丁目１番２号 

   北九州市小倉南区役所総務企画課 

８ 縦覧期間 
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  平成３０年２月２日から同年６月４日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝

日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の

毎日午前８時３０分から午後５時まで 

９ 意見書の提出要領 

   次に掲げる事項を記載した文書を平成３０年６月４日までに北九州市産業

経済局新成長戦略推進部商業・サービス産業政策課に到着するように提出す

ること。 

 （１） 氏名又は団体名及び団体にあってはその代表者の氏名 

 （２） 住所又は所在地 

 （３） 連絡先電話番号 

 （４） 大規模小売店舗の名称及び所在地 

 （５） 意見 
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